
共同利用のイメージ

• エリアに含まれる他者の土地の所有者が後発でローカル５Ｇを利用しようとした場合、後発の所有

者が優先となり、サービスが安定的に提供できない

• ローカル５Ｇの更なる普及のため、共同利用という新しい概念を導入する。具体的には、共同利用区域
（一の基地局と利用者の自己土地を含む必要最小限のエリア）を設定し、当該区域は自己土地相当とみなす。

• ただし、無秩序にエリア拡大することがないよう、共同利用区域の設定のほか、一定の条件の下で認
めることが適当。

「共同利用」

※ローカル５Ｇの周波数帯は、より広範囲にカバーエリアを設定可能な4. 7GHz帯においても
数百メートル程度。
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基地局の共同利用のイメージ
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① 免許主体は、電気通信事業者とする。

② 共同利用区域内において自己土地を有する複数の利用希望者からの同意を得る。ただし、農林水産事業者等、複数の利
用者が集まった団体等から同意を得た場合は、この限りではない。

③ 共同利用の基地局の設置場所は、原則、共同利用区域内とする。ただし、他のローカル５Ｇの無線局への影響等を鑑み、
共同利用区域外に置局することがエリア設計上合理的な場合は、この限りではない。

④ 共同利用の免許人は、共同利用区域内で新たに当該共同利用を希望する者に対して、共同利用サービスの提供を拒否し
てはならない。また、基地局等設備の技術的制約の範囲内で、免許人は可能な限り、新たに当該共同利用を希望する者
の要請に応えるよう努めるものとする。

⑤ 利用者の変更があって共同利用区域に変更が生じる場合は、直ちに共同利用区域の変更申請を行う。

⑥ 共同利用区域内の他の新規利用希望者が容易に共同利用サービスの存在を把握できるよう、適切な方法による周知広報
を行う。

「共同利用」

共同利用に求められる一定の条件（共同利用区域の設定以外）
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